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第1  審査にあたって 

神戸市中央卸売場本場再整備事業（以下「本事業」という。）を実施する民間事業者は、

神戸市（以下「市」という。）の事業経費の縮減に加えて、専門的な知識やノウハウ（企画

力、技術力、維持管理能力、運営能力、事業経営力、資金調達能力等）を発揮し、長期に

わたって安定的に事業を遂行することが求められるため、このような事業者を選定するに

当たって、競争性、透明性及び公平性を確保することが必要である。 
これらのことから、応募者から提出された提案の審査は、主として学識経験者等の外部

委員により構成される「神戸市中央卸売場本場再整備事業者選定審査委員会」（以下「審査

委員会」という。）において行う。 
 
 

第2  審査方式 

「落札者決定基準」は、上述したように、価格面のみならず、事業の安定性をはじめ、

技術力、環境面の配慮など、様々な視点から応募者の提案を評価する総合評価一般競争入

札方式により落札者を決定するための基準として示すものである。 
したがって、業務要求水準書等の内容について、応募者から提出された提案書を可能な

限り客観的に評価する基準として示すことに配慮する。 
 
総合評価一般競争入札は、「参加資格審査」と「提案内容審査」の 2 段階により行われ

る。応募者の提案内容が、各審査段階における基準を満たさない場合、当該応募者は失格

とみなされる。「提案内容審査」では、「入札価格の確認」及び「定量化審査」を経て、最

優秀応募者を決定する。概要については以下に示すとおりである。 
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図 2-1 落札者決定までの流れ 

（１）参加資格審査 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（２）提案内容審査 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

入札参加資格申請書類の提出 

入札参加資格審査 

審査結果通知 

入札提出書類の提出 

入札価格の確認 

基礎審査 

定量化審査 
（必要に応じてヒアリング） 

（３）落札者決定 

入札参加資格無しとされた者は

入札に参加することができない

予定価格を超える入札価格を提

出した者は失格とする 

基礎審査項目を満たさない提案

は失格とする 
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第3  参加資格審査 

市は、参加資格審査申請書類により、入札説明書に記載の応募者の備えるべき参加資格

要件（以下「参加資格要件」という。）を満たしていることを確認する。資格不備の場合は

失格とする。 
参加資格審査の確認内容は、表 3.1に示すとおりとする。なお、これらの入札参加資格

は、応募者から提出された入札参加表明書等に基づいて確認する。 
 

表 3.1 参加資格審査の確認内容 

 確認内容 

① 応募者は、単独企業（以下、「応募企業」という。）又は複数の企業で構成される

グループ（以下、「応募グループ」という。）とする。 

② 応募企業、又は応募グループを構成する企業（以下、「構成員」という。）は、事

業契約締結までに設立する特別目的会社（以下、「ＳＰＣ」という。）に出資を行う

こととする。 

③ 協力会社は、事業開始後ＳＰＣから直接業務を受託又は請け負うことを予定して

いる者のうち、応募企業又は応募グループの構成員以外の者をいう。 

④ 参加表明書及び競争参加資格確認申請書の提出時には、応募企業又は応募グルー

プの構成員及び協力会社について明らかにすること。 

⑤ 応募グループは、その構成員の中から、代表企業を定め、参加表明書及び競争参

加資格確認申請書の提出時に明らかにすること。 

⑥ 応募企業又は応募グループの構成員及び協力会社の変更及び追加は認めない。た

だし、やむを得ない事情が生じた場合は、応募者は市と協議を行う。協議の結果、

市が妥当と認めた場合には、応募グループの代表企業以外の構成員及び協力会社を、

競争参加資格の確認を受けた上で入札提出書類の提出期限までに変更及び追加する

ことができるものとする。 

【応募者の構成等】 

⑦ 一応募企業、あるいは一応募グループの構成員及び協力会社は、他の応募グルー

プの構成員又は協力会社になることはできない。 

① 応募企業又は応募グループの構成員及び協力会社の全てが、神戸市指名停止基準

要網に基づく指名停止を入札参加申込期限日（確認基準日）から落札者の決定まで

の間に受けていないこと。 

② 応募企業又は応募グループの構成員及び協力会社の全てが、会社更生法（平成14

年12月13日法律第154号）に基づく更生手続開始の申し立て（同法附則第2条の規定

により、なお、従前の例によることとされる更生事件にかかる同法による改正前の

会社更生法（昭和27年法律第172号）に基づく更生手続開始の申し立てを含む。）及

び民事再生法（平成11年法律第225条）に基づく再生手続開始の申し立てがなされて

いないこと。 

ただし、金融機関の取引停止処分の場合で取引が再開されたとき、会社更生手続

開始申し立ての場合で更生手続開始決定がなされたとき、民事再生手続開始申し立

ての場合で再生計画認可決定がなされたときで、市に確認できる書類等を提出し、

認定を受けて指名停止措置が解除された場合には、その限りではない。 

【応募者の 

参加資格要件】 

③ 本事業に係る市のアドバイザー業務に関与した者（下記の者）でないこと。また、

下記の者と資本面若しくは人事面において関連のある者＊でないこと。 

アパシフィックコンサルタンツ株式会社 

イ株式会社大建設計 

ウ三井安田法律事務所 

エ税理士法人トーマツ 

（＊）資本面において関連のある者とは、当該企業の発行済み株式総数の１００分の

５０を超える株式を有し、又はその出資の総額の１００分の５０を超える出資を

している者をいう。 

人事面において関連のある者とは当該企業の代表権を有する役員を兼ねてい

る者をいう。 
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④ 応募企業又は応募グループの構成員及び協力会社のうちには、設計・建設、工事

監理、維持管理の各業務に当たる者として、それぞれ以下に示す【構成員及び協力

会社の資格等要件】①、②、③及び④の要件を満たす者が含まれること。 

なお、複数の要件を満たす者は、当該各業務に当たる者を兼ねることができる。

ただし、建設業務を行う者と、資本面若しくは人事面において関連のある者＊が、

工事監理業務を行うことはできないものとする。 

 

オ 直近１年間の法人税、法人事業税、法人住民税、消費税及び地方消費税を滞納し

ていないこと。 

【構成員及び協力会社の資格等要件】 

 

構成員及び協力会社のうち設計、建設及び維持管理の各業務に当たる者は、それぞれ次の要件を満たすこと。

なお、複数の要件を満たす者は当該複数の業務を実施することができる。ただし、建設業務に当たる者と工事監

理業務に当たる者は兼ねることができない。 

また、同一業務を複数の者で実施する場合は、その全ての者が当該業務の要件のうち、ア及びイに掲げる要件

を満たすこと。なお、競争参加資格確認申請書等の提出にあたって、新規に神戸市物品等競争入札参加資格を取

得（登録）する場合は、取得（登録）手続に一定期間を要することに留意すること。 

ア 建築士法（昭和25年法律第202号）第23条の規定に基づく一級建築士事務所の登録

を行っていること。 

イ 神戸市物品等競争入札参加資格を取得（登録）していること。 

①設計に当たる者 

（右記に示す要件を同

一企業により満たすこ

と。） 
ウ 平成６年度以降に、延床面積１０，０００㎡以上の卸売市場施設、店舗、事務所、

倉庫、工場等の建築設計業務に従事し、完了した経験を有する管理技術者を専任で

配置できること。 

ア 建設業法（昭和24年法律第100号）第15条の規定による建築一式工事に係る特定建

設業の許可を有すること。 

イ 神戸市の工事の競争入札資格を取得（登録）しており、その登録業種が建築一般

であること。 

ウ 建設業法に規定する建築一式工事に係る経営事項審査の結果の総合評点が、１，

２００点以上であること。（ただし入札参加資格の審査の申請の受付期間の最終日に

おいて審査基準日から１年７ヶ月を経過していないものに限る） 

エ 平成６年度以降に、延床面積１０，０００㎡以上の卸売市場施設、店舗、事務所、

倉庫、工場等の建築工事を元請（共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が

20％以上のものに限る。）として完成した施工実績があること。 

②建設に当たる者 

（右記に示す要件を同

一企業により満たすこ

と。） 

オ 平成６年度以降に、施工実績を有することを求める工事と同規模・同種の施工経

験を有し、かつ、建設業法第２７条の１８の規定による建築工事業の監理技術者資

格者証の交付を受け、かつ過去５年以内に監理技術講習を受講している監理技術者

を本工事に専任で配置できること。 

ア 建築士法（昭和25年法律第202号）第23条の規定に基づく一級建築士事務所の登録

を行っていること。 
③工事監理に当たる者 

（右記に示す要件を同

一企業により満たすこ

と。） 

イ 神戸市物品等競争入札参加資格を取得（登録）していること。 

ア 平成６年度以降に、卸売市場施設、店舗、事務所、倉庫、工場等における維持管

理業務を行った実績を有すること。 ④維持管理に当たる者 

イ 神戸市物品等競争入札参加資格を取得（登録）していること。 
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第4  提案内容審査 

1  入札価格の確認 

市は、入札書類に記載された入札価格※１が予定価格※２を超えていないことを確認す

る。入札価格が予定価格を超える場合は失格とする。 
※１「入札価格」…入札書（第 16号様式）に記載した金額 

※２「予定価格」…入札説明書 16「予定価格」に示された金額 

2  基礎審査 

応募者からの提出書の各様式に記載された内容（以下、「提案内容」という。）が、次の

基礎審査項目を満たしていることを確認する。基礎審査を通過したものは定量的審査に進

むことができ、基礎審査において、１項目でも基準に満たない場合には失格とする。 
 
① 提案内容全体について、同一事項に対する２通り以上の提案又は提案事項間の齟齬、矛盾等

がないこと。 
② 提案内容全体について、様式集に従った構成（項目の構成、枚数制限等）となっていること。 
③ 提案内容が要求水準書の内容を満たしていること。 
④ その他、入札説明書等で規定している提案条件を満たした提案内容となっていること。 

 
 

3  定量化審査 

本事業では、最優秀応募者決定に『加算方式』を採用し、以下の式によって、総合評価

点を算出する。 
 

総合評価点（100 点満点）＝価格点（65 点満点）＋内容点（35 点満点） 

(1)   価格点の審査 

価格点は、最低価格を提案したグループに 65 点を付与し、その他のグループは以下に
示すとおり最低価格との比率による減点を行い、小数点以下第 2位を四捨五入する。 
なお、価格点の算出に用いる価格は、第 69 号様式に記載された総合評価に用いる価格

（現在価値化された金額）とする。 
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表 4.1 価格点の得点化方法の例 

グループ 
価格 

（億円） 
価格点 
（点） 

算出方法 

Ⅰ 100 65 最低価格＝満点（65点） 
Ⅱ 120 54.2 65×（100/120）＝54.16≒54.2 
Ⅲ 140 46.4 65×（100/140）＝46.42≒46.4 

＊ ここに示す評価価格はあくまでも一例である。 

(2)   内容点の審査 

 
審査委員会は、提案内容のうち表 4.2 に示す「加点審査」に該当するものについて、35

点満点で評価し、「内容点」として得点化する。なお、審査委員会では、各評価項目に対し、

評価の理由を明らかにした上で得点化する。 
なお、得点化に際しては、以下に示す３段階評価による得点化方法をとっている。 
 

【３段階評価方法】 
評価 評価の意味合い 得点化方法 
Ａ 当該評価項目について特に優れている 配点×1.0 

Ｂ 当該評価項目について優れている 配点×0.5 

Ｃ 当該評価項目について優れているとは認められない 配点×0.0 
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表 4.2 内容点の評価項目及び評価内容と配点 
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第5  落札者の決定 

審査委員会は、必要に応じて事業者の提案意図等を最終確認するためのヒアリングを実

施する。その後、審査委員会は、提案内容に基づく事業者の評価による「総合評価点」が

最も高い事業者を落札者とする。 
なお、総合評価点が最も高い提案が２以上ある場合には、当該応募者によるくじ引きで

落札者を決定する。 
 


